
令和７年度教育広報紙紙面レイアウト作成業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

    令和７年度教育広報紙紙面レイアウト作成業務 

（２）業務内容 

別添「仕様書」のとおり 

（３）委託料上限額 

      ３９６，０００円 

   ※消費税及び地方消費税を含む。 

（４）契約予定期間 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 応募資格 

  応募できる事業者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定に該当し

ない者であること。 

（２）和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱（令和５年和歌山県告示 

第１０００号。以下「要綱」という。）に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている 

者（入札参加資格の停止の期間中である者を除く。）であり、その競争入札参加資格者名簿 

の業務種目が「大分類『１０企画・広告・手配』 」であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続きの申立がなされている者、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなされている

者でないこと。 

（４）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の

開始決定がなされていないこと。 

（５）国税及び県税の滞納がない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項

に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行っている者でないこと。 

（７）デザイン、レイアウト及びイラストの作成に必要な専門能力を有する専従職員が１名以上

いること。 

（８）地方公共団体等が発注した類似業務に関し、受注実績があり、確実に履行できる者である

こと。 

（９）制作物を電子媒体で総務課及び印刷委託業者に提供できる能力を有すること。 

（１０）令和７年４月２４日（木）に開催する説明会に参加した者であること。 

 

３ スケジュール 

 ・公募開始     令和７年４月１０日（木）９時 

 ・質問受付     令和７年４月１０日（木）９時から令和７年５月１日（木）１７時まで 

 ・質問への回答期日 令和７年５月８日（木）まで 

・説明会      令和７年４月２４日（木）１０時から 

           ※説明会申込締切：令和７年４月２３日（水）１５時まで 

・応募書類の提出  令和７年５月１日（木）９時から５月１５日（木）１７時まで 

 ・選定委員会    令和７年５月中旬頃（予定） 



 ・審査結果の通知  令和７年５月中（予定） 

 

４ 質問及び回答 

  当プロポーザル応募に当たり質問事項がある場合は、質問票（様式１）を電子メールにより

担当課（下記 11）あて提出すること。 

（１）受付期限 

令和７年４月１０日（木）９時から令和７年５月１日（木）１７時まで 

（２）質問への回答 

・質問者に対し電子メールで令和７年５月８日（木）１７時までに回答するとともに、必

要に応じ、和歌山県教育庁教育総務局総務課ホームページ内において公開する。 

・なお、企画書等の記載内容及び評価基準に関する質問、他の応募者からの応募書類提出

状況に関する質問、積算に関する質問等は、公平性の確保、及び公正な選考を妨げる恐

れがあるため受け付けない。 

 

５ 説明会 

（１）日時 

   令和７年４月２４日（木）１０時から 

（２）場所 

   教育委員会会議室 （和歌山市小松原通一丁目１番地） 

（３）説明事項 

   委託業務の概要及び応募書類等について  

※説明会において、レイアウト紙面作成用データを配付する。 

（４）参加申込 

説明会に参加を希望する者は、電子メールにより担当課（下記 11）まで申し込むこと。 

なお、説明会に参加しない者は、応募書類を提出できないものとする。 

ア 電子メールの件名 

   「令和７年度教育広報紙紙面レイアウト作成業務にかかる説明会参加申込」 

イ 申込期限 

   令和７年４月２３日（水）１５時まで 

ウ メール記載内容 

   ・会社等名称   ・担当者名   ・出席人数 

 

６ 応募書類の提出 

（１）応募書類 

   ・応募にあたっては、次に掲げる書類を作成し、すべて提出すること。 

   ・ただし、県が必要と認める場合は、追加資料を求める場合がある。 

  ア 企画書 ８部 

    様式は自由とする。ただし、応募者の会社名等が特定されるような記載はしないこと。 

  イ レイアウト紙面 ８部 

    応募者の会社名等が特定されるような記載はしないこと。 

  ウ 見積書 １部 

    見積金額は消費税及び地方消費税を含む額とし、その額は予算上限額（前記１（３））

の範囲内とする。 

  エ 教育広報紙紙面レイアウト作成業務委託プロポーザル申込書（様式２） 

  オ 前記２（８）に掲げる契約書若しくは請書の写し １部 

 

（２）レイアウト紙面の内容 

教育広報紙『「輝く！紀の国の教育」第５２号（令和７年３月）』の「１面」、「２面・３



面」及び「８面」の紙面レイアウトを再構成すること。 

なお、「１面」、「８面」についてはＡ４縦、「２面・３面」についてはＡ３横とし、カ

ラー４色刷体裁で作成すること。 

※ 『「輝く！紀の国の教育」第５２号』は、和歌山県教育委員会ホームページの『広報

紙「輝く！紀の国の教育」』ページ（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/kouho

u/kouhoushi/kouhoushi.html）に掲載しているので参考にすること。 

※ 紙面作成に必要な原稿及び写真は、説明会当日、電子データで提供する。 

（３）提出期間 

令和７年５月１日（木）から令和７年５月１５日（木）までの県の休日（和歌山県の休日

を定める条例（平成元年和歌山県条例第３９号）第１条に定める県の休日をいう。）を除く

日の９時から１７時までとする。 

なお、説明会に参加したが、応募書類の提出を行わない場合は、令和７年５月８日（木）

までに担当課（下記 11）へ、その旨連絡すること。 

（４）提出先等 

担当課（下記 11）あて、郵送又は持参すること。郵送の場合は、提出期間内に必着させる

こと。 

（５）その他 

ア 応募書類の作成及び提出に要する経費は、提案者の負担とする。 

イ 提出された応募書類は、返却しない。 

ウ 一旦提出された応募書類の差し替え、追加及び削除は、理由の如何に関わらず一切認め  

ない。 

 

７ 審査及び結果の発表 

（１） 審査方法 

審査は、和歌山県教育委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会（以下、「選    

定委員会」という。）の委員が行う。 

契約候補者の選定に当たっては、評価項目に基づき、提出された応募書類の内容を審査し、

競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業実施能力等を評価・採

点するとともに、見積金額を考慮する。 

（２）評価項目 

   提案された企画書及びレイアウト紙面について、以下の各項目を５点満点で評価し、 

評価点数の合計がもっとも高い点数を獲得した者を契約候補者として選定する。 

   ア 読みやすい紙面になっているか 

   イ 親しみやすい紙面になっているか 

   ウ 表紙デザインは全体の意図が伝わりやすいものか 

   エ 記事レイアウトのバランスは良いか 

   オ イラストは適切か 

（３）提案者が１者の場合 

   提案者が１者の場合においても、選定委員会における評価の結果、評価点数の合計が、満 

点の６割以上に達している場合は、当該提案者を契約候補者に選定する。 

（４）評価点数が同点の場合 

   最高評価点の者が複数いる場合は、選定委員会は、原則として提案金額の安価な提案者を 

契約候補者とする。また、最高評価点の者が複数いる場合で、提案金額も同額の場合は、選 

定委員による多数決により契約候補者を決定するものとする。 

（５）審査結果の通知 

   選定委員会終了後、速やかにすべての提案者に書面により審査結果を通知する。 

（６）審査結果の公表 

   審査結果は、和歌山県教育委員会のホームページにおいて公表する。 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/kouhou/kouhoushi/kouhoushi.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/kouhou/kouhoushi/kouhoushi.html


（７）その他 

ア 契約候補者となった者が契約締結までの手続期間中に前記２の要件を満たさなくなっ

た場合は、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。 

イ 選定結果の通知後、契約候補者となった者が辞退する場合は、直ちに担当課（下記 11）

まで連絡するとともに、書面により届け出ること。 

 

８ 失格の条件 

提案者が次のいずれかに該当した場合は、失格（選定対象から除外）とする。 

（１）前記２に掲げる参加資格を満たさない場合 

（２）前記６に掲げる条件を満たさない場合 

（３）応募書類作成のための仕様書に示された条件に適合しない場合 

（４）応募書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（５）提案者に次の行為があった場合 

ア 選定委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること 

イ 他の提案者と提案の内容又は意思について相談を行うこと 

ウ 選定終了までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開示すること 

エ 応募書類に虚偽の記載を行うこと 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

 

９ 契約の締結 

選定委員会における審査の結果、選定された契約候補者と和歌山県は、提案の内容をもとに

協議の上、業務の内容等を確定し、契約を締結する。 

なお、協議が整わない場合又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において次点

の候補者と協議する。 

 

10 その他 

本業務により制作された成果物に係る著作権は、和歌山県に帰属するものとする。 

 

11 問合せ先 

  住  所：〒６４０－８５８５ 和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 

    担当課：和歌山県教育庁教育総務局総務課 

担当者：前山 

   電 話：０７３－４４１－３６３７（直通） 

    ファクシミリ：０７３－４３２－４５１７ 

  電子メール：maeyama_s0002@pref.wakayama.lg.jp 

 

 

 


